
 大 阪 府 立 障 害 者 交 流 促 進 セ ン タ ー 管 理 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る
。  

  令 和 四 年 三 月 三 十 日  

大 阪 府 知 事  吉 村  洋 文    

大 阪 府 規 則 第    号  
大 阪 府 立 障 害 者 交 流 促 進 セ ン タ ー 管 理 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

（ 大 阪 府 立 障 害 者 交 流 促 進 セ ン タ ー 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条  大 阪 府 立 障 害 者 交 流 促 進 セ ン タ ー 管 理 規 則 （ 昭 和 六 十 一 年 大 阪 府 規 則 第

二 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る
。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る
。  

改 正 後  改 正 前  

  
（ 趣 旨 ） 

第 一 条  こ の 規 則 は
、

大 阪 府 社 会 福 祉 施 設 設 置 条

例（ 昭 和 三 十 四 年 大 阪 府 条 例 第 二 十 号
。
以 下「 条

例 」 と い う
。 ） 第 五 条
、

第 六 条
、

第 七 条 第 一 項

第 四 号
、

第 十 一 条 第 五 項 た だ し 書 及 び 第 六 項 並

び に 第 十 二 条 の 規 定 に 基 づ き
、

大 阪 府 立 障 害 者

交 流 促 進 セ ン タ ー（ 以 下「 セ ン タ ー」 と い う
。 ）

の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る
。  

 
（ 開 所 時 間） 

第 二 条  （ 略） 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず
、

条 例 第 四 条 第 一 項

に 規 定 す る 指 定 管 理 者（ 以 下「 指 定 管 理 者 」 と

い う
。 ） は
、

特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は
、

開 所 時 間 を 臨 時 に 変 更 す る こ と が で き る
。
こ の

場 合 に お い て
、

指 定 管 理 者 は
、

あ ら か じ め 開 所

時 間 の 変 更 に つ い て 知 事 の 承 認 を 受 け な け れ

ば な ら な い
。  

 
（ 利 用 の 承 認） 

第 四 条  （ 略） 

２  条 例 第 二 条 第 一 項 の 承 認（ 一 般 使 用 で プー

ル
、

体 育 館
、

運 動 場
、

アー チ ェ リー 場 若 し く は

サ ウ ン ド テ ー ブ ル テ ニ ス 室 を 利 用 す る 場 合 又

は ト レ ー ニ ン グ 室 若 し く は 駐 車 場 を 利 用 す る

場 合 に 限 る
。 ） は
、

指 定 管 理 者 が 定 め る 利 用 券

を 交 付 す る こ と に よ り 行 う
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 趣 旨 ） 

第 一 条  こ の 規 則 は
、

大 阪 府 社 会 福 祉 施 設 設 置 条

例（ 昭 和 三 十 四 年 大 阪 府 条 例 第 二 十 号
。
以 下「 条

例 」 と い う
。 ） 第 六 条 た だ し 書
、

第 七 条
、

第 十

条
、

第 十 一 条 第 一 項 第 四 号 及 び 第 十 六 条 の 規 定

に 基 づ き
、

大 阪 府 立 障 害 者 交 流 促 進 セ ン タ ー
（ 以 下 「 セ ン タ ー」 と い う

。 ） の 管 理 に 関 し 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る
。  

 
（ 開 所 時 間） 

第 二 条  （ 略） 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず
、

条 例 第 八 条 第 一 項

に 規 定 す る 指 定 管 理 者（ 以 下「 指 定 管 理 者 」 と

い う
。 ） は
、

特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は
、

開 所 時 間 を 臨 時 に 変 更 す る こ と が で き る
。
こ の

場 合 に お い て
、

指 定 管 理 者 は
、

あ ら か じ め 開 所

時 間 の 変 更 に つ い て 知 事 の 承 認 を 受 け な け れ

ば な ら な い
。  

 
（ 利 用 の 承 認） 

第 四 条  （ 略） 

２  条 例 第 二 条 第 一 項 の 承 認（ 一 般 使 用 で プー

ル
、

体 育 館
、

運 動 場
、

アー チ ェ リー 場 若 し く は

サ ウ ン ド テ ー ブ ル テ ニ ス 室 を 利 用 す る 場 合 又

は ト レ ー ニ ン グ 室 若 し く は 駐 車 場 を 利 用 す る

場 合 に 限 る
。 ） は
、

知 事 が 別 に 定 め る 利 用 券 を

交 付 す る こ と に よ り 行 う
。  

 
（ 使 用 料 の 納 付 時 期） 

第 五 条  条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 利 用 の

承 認 を 受 け た も の （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う
。 ）

は
、

当 該 承 認 の 際 に
、

条 例 第 四 条 に 規 定 す る 使

用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い
。  

 
（ 還 付） 

第 六 条  条 例 第 六 条 た だ し 書 に 規 定 す る 特 別 の

理 由 が あ る と 認 め る と き は
、

利 用 者 が 天 災 そ の

他 そ の 責 め に 帰 す る こ と の で き な い 理 由 に よ

り セ ン タ ー を 利 用 す る こ と が で き な い 場 合 で
、

知 事 が 適 当 と 認 め る と き と す る
。  

 
（ 減 免） 

令和 5年度以降 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 指 定 管 理 者 の 公 募） 

第 五 条  条 例 第 五 条 の 規 定 に よ る 公 募 は
、

次 に 掲

げ る 事 項 を 示 し て
、

府 公 報 に よ り 行 う
。  

 一 ― 四  （ 略） 
 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 の 申 請） 

第 六 条  条 例 第 六 条 の 規 定 に よ る 申 請 は
、

指 定 管

理 者 指 定 申 請 書（ 様 式 第 二 号 ） を 提 出 す る こ と

に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い
。  

２  （ 略） 

第 七 条  条 例 第 七 条 に 規 定 す る 特 別 の 理 由 が あ

る と 認 め る と き は
、

次 に 掲 げ る も の （ 第 六 号 か

ら 第 八 号 ま で に 掲 げ る も の に あ っ て は
、

障 害 者

の 福 祉 の 増 進 を 目 的 と し て 利 用 す る 場 合 に 限

る
。 ） が 利 用 す る と き と す る
。

こ の 場 合 に お い

て
、

減 額 し
、

又 は 免 除 す る 額 は
、

別 表 の 上 欄 に

掲 げ る 利 用 の 区 分 に 応 じ
、

そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄

に 定 め る 額 と す る
。  

 一  身 体 障 害 者 福 祉 法（ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二

百 八 十 三 号 ） 第 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 身

体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者  
 二  精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法

律（ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 四 十

五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 精 神 障 害 者 保 健 福

祉 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者  
 三  知 的 障 害 が あ る と 判 定 さ れ て 療 育 手 帳 の

交 付 を 受 け て い る 者  
 四  前 三 号 に 掲 げ る 者 に 準 ず る 者 で あ っ て 知

事 が 特 に 認 め る も の  
 五  前 各 号 に 掲 げ る 者 を 介 護 す る 者（ こ れ ら の

号 に 掲 げ る 者 一 人 に つ き 一 人 に 限 る
。 ） 

 六  社 会 福 祉 法（ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 四 十 五

号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 社 会 福 祉 事 業 の

う ち 障 害 者 の 福 祉 の 増 進 を 目 的 と す る 事 業

を 経 営 す る 団 体  
 七  学 校 教 育 法（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六

号 ） 第 七 十 二 条 に 規 定 す る 特 別 支 援 学 校  
 八  前 二 号 に 掲 げ る も の に 準 ず る 団 体 で あ っ

て 知 事 が 特 に 認 め る も の  
 九  第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 者 の ス ポ

ー ツ 活 動
、

文 化 活 動 等 を 支 援 す る た め に セ ン

タ ー を 利 用 す る 者 （ 第 五 号 に 掲 げ る 者 を 除

く
。 ） 

 十  第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 者 の ス ポ

ー ツ 活 動
、

文 化 活 動 等 を 支 援 す る 者 の 養 成 を

目 的 と し て セ ン タ ー が 開 催 す る 研 修 等 に 参

加 す る 者  
 
（ 入 所 の 制 限 等 ） 

第 八 条  指 定 管 理 者 は
、

次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る 者 に 対 し て は
、

入 所 を 禁 止 し
、

又 は 退 所

を 命 ず る こ と が で き る
。  

 一  泥 酔 し て い る 者  
 二  他 の 入 所 者 に 危 害 を 加 え

、
又 は 加 え る お そ

れ が あ る 者  
 三  セ ン タ ー の 建 物 又 は 設 備 を 損 傷 し

、

若 し く

は 汚 損 し
、

又 は そ の お そ れ が あ る 者  
 四  前 三 号 に 掲 げ る 者 の ほ か

、
セ ン タ ー の 管 理

上 支 障 が あ る と 認 め ら れ る 者  
 
（ 指 定 管 理 者 の 公 募） 

第 九 条  条 例 第 九 条 の 規 定 に よ る 公 募 は
、

次 に 掲

げ る 事 項 を 示 し て
、

府 公 報 に よ り 行 う
。  

 一 ― 四  （ 略） 
 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 の 申 請） 

第 十 条  条 例 第 十 条 の 規 定 に よ る 申 請 は
、

指 定 管

理 者 指 定 申 請 書（ 様 式 第 二 号 ） を 提 出 す る こ と

に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い
。  

２  （ 略） 



 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 の 基 準） 

第 七 条  条 例 第 七 条 第 一 項 第 四 号 の 規 則 で 定 め

る 基 準 は
、

次 に 掲 げ る 基 準 と す る
。  

 一  条 例 第 六 条 の 規 定 に よ る 申 請 時 に お い て
、

三 年 以 上
、

団 体 と し て の 活 動 及 び 身 体 障 害 者

福 祉 セ ン タ ー の 運 営 の 実 績（ 知 事 が こ れ ら に

準 ず る と 認 め る 実 績 を 含 む
。 ） が あ る こ と
。  

 二 ・ 三  （ 略） 
 
（ 指 定 管 理 者 の 名 称 等 の 変 更 の 届 出） 

第 八 条  条 例 第 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 は
、

指 定 管 理 者（ 名 称 ・ 住 所） 変 更 届 出 書（ 様 式 第

三 号 ） を 提 出 す る こ と に よ り 行 わ な け れ ば な ら

な い
。  

 

第 九 条  （ 略） 
 
（ 利 用 料 金 の 還 付 の 基 準） 

第 十 条  条 例 第 十 一 条 第 五 項 た だ し 書 の 知 事 が

定 め る 基 準 は
、

次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に

応 じ
、

当 該 各 号 に 定 め る 額 を 還 付 す る こ と が で

き る こ と と す る
。  

 一  天 災 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り セ ン

タ ー を 利 用 す る こ と が で き な い 場 合 で 指 定

管 理 者 が 適 当 と 認 め る と き  条 例 第 十 一 条

第 一 項 に 規 定 す る 利 用 料 金（ 以 下「 利 用 料 金」

と い う
。 ） に 相 当 す る 額  

 二  条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 利 用 の 承

認 を 受 け た も の （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う
。 ）

が 利 用 の 申 込 み を 取 り 消 し た 場 合 に お い て
、

セ ン タ ー の 施 設 の 利 用 状 況 及 び 利 用 形 態 に

応 じ て 施 設 の 有 効 な 活 用 に 支 障 が な く
、

指 定

管 理 者 が 適 当 と 認 め る と き  利 用 の 申 込 み

の 取 消 し の 時 期 に 応 じ て 指 定 管 理 者 が 適 当

と 認 め る 額  
 
（ 利 用 料 金 の 減 免 の 基 準） 

第 十 一 条  条 例 第 十 一 条 第 六 項 の 知 事 が 定 め る

基 準 は
、

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合

に
、

利 用 料 金 を 減 額 し
、

又 は 免 除 す る こ と が で

き る こ と と す る
。  

 一  次 に 掲 げ る も の（ ヘ か ら チ ま で に 掲 げ る も

の に あ っ て は
、

障 害 者 の 福 祉 の 増 進 を 目 的 と

し て 利 用 す る 場 合 に 限 る
。 ） が 利 用 す る と き
。  

  イ  身 体 障 害 者 福 祉 法（ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第

二 百 八 十 三 号 ） 第 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ

る 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者  
  ロ  精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る

法 律（ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第

四 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 精 神 障 害 者

保 健 福 祉 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者  
  ハ  知 的 障 害 の あ る 者 と 判 定 さ れ て

、

療 育 手

帳 の 交 付 を 受 け て い る 者  
  ニ  イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 者 に 準 ず る 者 で

あ っ て 指 定 管 理 者 が 特 に 認 め る も の  
  ホ  イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 者 を 介 護 す る 者

（ イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 者 一 人 に つ き 一

人 に 限 る
。 ） 
  ヘ  社 会 福 祉 法（ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 四 十 五

 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 の 基 準） 

第 十 一 条  条 例 第 十 一 条 第 一 項 第 四 号 の 規 則 で

定 め る 基 準 は
、

次 に 掲 げ る 基 準 と す る
。  

 一  条 例 第 十 条 の 規 定 に よ る 申 請 時 に お い て
、

三 年 以 上
、

団 体 と し て の 活 動 及 び 身 体 障 害 者

福 祉 セ ン タ ー の 運 営 の 実 績 が あ る こ と
。  

 
 二 ・ 三  （ 略） 
 
（ 指 定 管 理 者 の 名 称 等 の 変 更 の 届 出） 

第 十 二 条  条 例 第 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 届

出 は
、

指 定 管 理 者（ 名 称 ・ 住 所） 変 更 届 出 書（ 様

式 第 三 号 ） を 提 出 す る こ と に よ り 行 わ な け れ ば

な ら な い
。  

 

第 十 三 条  （ 略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 社 会 福 祉 事 業

の う ち 障 害 者 の 福 祉 の 増 進 を 目 的 と す る

事 業 を 経 営 す る 団 体  
  ト  学 校 教 育 法（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六

号 ） 第 七 十 二 条 に 規 定 す る 特 別 支 援 学 校  
  チ  ヘ 及 び ト に 掲 げ る も の に 準 ず る 団 体 で

あ っ て 指 定 管 理 者 が 特 に 認 め る も の  
 二  天 災 そ の 他 緊 急 事 態 の 発 生 に よ り

、

避 難

し
、

又 は 待 機 す る 場 所 と し て
、

国 又 は 地 方 公

共 団 体 が セ ン タ ー を 利 用 す る 場 合 で 指 定 管

理 者 が 適 当 と 認 め る と き
。  

 三  前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か
、

利 用 者 間 の 均

衡 を 失 し な い 範 囲 内 に お い て 指 定 管 理 者 が

適 当 と 認 め る と き
。  

 
（ 転 貸 等 の 禁 止） 

第 十 二 条  利 用 者 は
、

利 用 の 承 認 に 基 づ く 権 利 を

譲 渡 し
、

又 は 他 人 に 利 用 さ せ て は な ら な い
。  

 
（ 入 所 の 制 限 等 ） 

第 十 三 条  指 定 管 理 者 は
、

次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 者 に 対 し て は
、

入 所 を 禁 止 し
、

又 は 退

所 を 命 ず る こ と が で き る
。  

 一  他 の 入 所 者 に 危 害 又 は 迷 惑 を 及 ぼ し
、
又 は

及 ぼ す お そ れ が あ る 者  
 二  セ ン タ ー の 建 物 又 は 設 備 を 損 傷 し

、

若 し く

は 汚 損 し
、

又 は そ の お そ れ が あ る 者  
 三  前 二 号 に 掲 げ る 者 の ほ か

、
セ ン タ ー の 管 理

上 支 障 が あ る と 認 め ら れ る 者  
 
（ 損 傷 等 の 届 出） 

第 十 四 条  入 所 者 は
、
セ ン タ ー の 建 物 又 は 設 備 を

損 傷 し
、

又 は 汚 損 し た と き は
、

直 ち に そ の 旨 を

係 員 に 届 け 出 て
、

そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら

な い
。  

 
   附  則  
 
 こ の 規 則 は

、

昭 和 六 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す

る
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 損 傷 等 の 届 出） 

第 十 四 条  セ ン タ ー の 建 物 又 は 設 備 を 損 傷 し
、
又

は 汚 損 し た 者 は
、

直 ち に そ の 旨 を 係 員 に 届 け 出

て
、

そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い
。  

 
 
   附  則  
 
 こ の 規 則 は
、

昭 和 六 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す

る
。  

 

別 表 （ 第 七 条 関 係） 

区      分  減 額 し
、
又 は 免 除 す る 額  

体 育 施 設  

第 七 条 第 一 号 か ら 第 五

号 ま で に 掲 げ る 者 が 利

用 す る 場 合  

条 例 別 表 第 一 に 掲 げ る

金 額  

第 七 条 第 六 号 か ら 第 八

号 ま で に 掲 げ る も の が

利 用 す る 場 合  

条 例 別 表 第 一 に 掲 げ る

金 額 に 〇 ・ 五 を 乗 じ て 得

た 額  

会 議 室 等  

第 七 条 第 一 号 か ら 第 八

号 ま で に 掲 げ る 者 が 利

用 す る 場 合  

条 例 別 表 第 一 に 掲 げ る

金 額 に 〇 ・ 五 を 乗 じ て 得

た 額  

駐 車 場  

条 例 別 表 第 一 に 掲 げ る

金 額  

 備 考  「 体 育 施 設 」 と は 条 例 別 表 第 一 に 掲 げ る プー ル
、

体  

   育 館
、

運 動 場
、

アー チ ェ リー 場
、

サ ウ ン ド テー ブ ル テ  

   ニ ス 室 及 び ト レ ー ニ ン グ 室 を
、 「 会 議 室 等 」 と は 同 表  

   に 掲 げ る 和 室
、

会 議 室
、

研 修 室
、

生 活 訓 練 室 並 び に 大  

   研 修 室 及 び そ の 他 の 室 の 附 帯 設 備 を い う
。  

 



 

 

様
式
第
２
号
（
第
６
条
関
係
）

 

指
定
管
理
者
指
定
申
請
書

 
  

（
略
）

 
  

 
大
阪
府
社
会
福
祉
施
設
設
置
条
例
第
６
条

の
規
定
に
よ
り
、
大
阪
府
立
障
害
者
交
流
促

進
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
を

受
け
た
い
の
で
、
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請

し
ま
す
。

 

 

 

様
式
第
３
号
（
第
８
条
関
係
）

 

指
定
管
理
者
（
名
称
・
住
所
）
変
更
届
出
書

 
  

（
略
）

 
  

 
大
阪
府
社
会
福
祉
施
設
設
置
条
例
第
８
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
出
を

し
ま
す
。

 

（
略
）

 

   

 

様
式
第
２
号
（
第

1
0
条
関
係
）

 

指
定
管
理
者
指
定
申
請
書

 
  

（
略
）

 
  

 
大
阪
府
社
会
福
祉
施
設
設
置
条
例
第

1
0
条

の
規
定
に
よ
り
、
大
阪
府
立
障
害
者
交
流
促

進
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
を

受
け
た
い
の
で
、
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請

し
ま
す
。

 

 

 

様
式
第
３
号
（
第

1
2
条
関
係
）

 

指
定
管
理
者
（
名
称
・
住
所
）
変
更
届
出
書

 
  

（
略
）

 
  

 
大
阪
府
社
会
福
祉
施
設
設
置
条
例
第

1
2
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
出
を

し
ま
す
。

 

（
略
）

 

   

  


